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動物実験委員会規程
制定　平成27年４月１日
改定　平成31年４月１日

 　（目的）
第１条　この規程は，「動物の愛護及び管理に関する法律（最終改正：平成26年５月30日法律第46号）」
（以下「法」という），「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（最終改正：平成
25年環境省告示第84号）」並びに 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成
18年文部科学省告示第71号）」の主旨に則り，「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン（平成
18年６月日本学術会議）」を踏まえて，本学において教育及び研究を目的として行われる動物実験
の適正な実施を図ることを目的とする。

 　（動物実験委員会の役割）
第２条　動物実験委員会（以下「委員会」とする）は次の事項を審議又は調査する。
　一　動物実験計画が就実大学動物実験規程（以下「規程」とする）に適合していることの審議
　二　動物実験計画の実施状況及び結果に関すること
　三　施設等の設置及び実験動物の飼養保管状況に関すること
　四　動物実験及び実験動物の適正な取り扱い並びに関連法令等に関する教育訓練の内容又は体制に

関すること
　五　自己点検・評価，外部検証に関すること　
　六　その他，動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること
 　（委員会の構成）
第３条　委員会は，次の委員をもって構成する。
　一　動物実験等に関して優れた識見を有する者　　　　若干名
　二　実験動物に関して優れた識見を有する者　　　　　若干名
　三　その他学識経験を有する者　　　　　　　　　　　若干名
 　（委員長等）
第４条　委員会に委員長を置き，委員の互選により選出する。
２　委員会に副委員長を置き，委員の互選により選出する。
３　委員長は，会議を招集し，その議長となる。
４　委員長が事故又は急用で会議を欠席する場合は，副委員長がその職務を代行する。
５　委員は，次の事項に従って運営を行う。
　一　委員会は必要に応じて委員長が招集する。
　二　委員は，自己の申請に係る審査に加わらない。
　三　委員は，動物実験計画に関して知りえた情報を第三者に漏洩しない。
　四　委員会の成立に必要な定足数は委員の３分の２以上の出席を必要とする。
　五　委員会の議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
 　（委員の任期）
第５条　学長は第３条に掲げるものを委員に任命する。
２　委員の任期は，２年とする。
３　委員は，再任されることができる。
 　（担当事務）
第６条　委員会に関する事務は，教務課薬学分室が行う。
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２　担当事務は，委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
 　（改廃）
第７条　この規程の改廃は，委員会の議決を経て，学長がこれを行う。

　　　附　則
１　この規程は，平成27年４月１日から施行する。
２　動物実験委員会の英語表記については，「the Animal Experimentation Committee of Shujitsu 
　University」とする。
３　この改正規程は，改正の日から施行する。


